
浜松市公告第 971 号 

浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和 22年政令第 16 号）第 167 条の 6及び浜松市契約規則（昭和 39 年浜松市規則第 31号） 

第 4条の規定に基づき公告する。 

令和５年８月 10 日 

浜松市長  中野 祐介 

記 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 件  名 浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000 ㎏（概算）の売払い 

（令和５年 10月から令和６年３月搬出分）   （課名 市民生活課） 

(2) 予定数量 残灰等 10,000 ㎏（概算であり、実重量と異なる場合がある） 

(3) 契約期間 契約締結日から令和６年３月 31日 

(4) 引渡場所 浜松市浜松斎場 

       浜松市浜北斎場 

       浜松市雄踏斎場 

       浜松市天竜斎場 

       浜松市三ヶ日斎場 

       浜松市春野斎場 

       浜松市佐久間・水窪斎場 

２ 入札担当課 

      〒４３０-８６５２ 静岡県浜松市中区元城町 103番地の２ 

    浜松市市民部市民生活課（市庁舎本館３階） 

      電話：053-457-2026    FAX:053-452-0291 

    メールアドレス：simink@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

３ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項 

一部の入札書類についての押印省略 

    本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説

明要求書について、契約印（※）の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約

書の契約印の押印省略は認めない。 

    ※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。 

４ 入札参加資格 

本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。 

(1) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 



(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成 20年 10 月 1 日浜松市告

示第 390 号）の規定により、令和 5・6年度の競争入札参加資格（物品購入 業種分類 2091：

不用品回収）の認定を受けているものであること。 

(3) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でない 

こと。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定する暴力団員又は同

号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴

力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、

取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）と

なっている法人その他の団体に該当しない者であること。 

５ 入札参加資格の確認申請 

本件入札の参加希望者は、【業務委託等入札参加資格確認申請書（一般競争）】を提出し、

参加資格の確認を受けなければならない。なお、参加資格の確認基準日は、確認申請書の受

付最終日とする。 

(1) 提出方法 

持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、   

ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

   ※ＦＡＸ又は電子メールで提出する場合は、２項に記載する担当課へ電話で到達確認を行

うこと。 

(2) 受付期限 

令和５年９月６日（水）午後５時 15 分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

(3) 提出先 

入札担当課（２項に記載のとおり。） 

(4) 様式 

本市が指定する様式を用いること。 

(5) その他 

 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法（①入札担当

課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。詳細は６項に記載のとおり。）を  

記載すること。なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、

84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 

６ 入札参加資格の確認結果通知 



   入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 

(1) 通知方法 

次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電

話連絡はしない。 

  ア 入札担当課で受け取り 

イ 郵送    （※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、

84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。） 

ウ 電子メール （※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入

札参加資格確認申請書に記載すること。） 

(2) 確認結果の通知日 

   ア 入札担当課で受け取りの場合 

      令和５年９月８日（金）９時から令和５年９月 11 日（月）までの間に、入札担当課

で受け取ること。（22 項に記載する開庁時間内に限る。） 

   イ 郵送又は電子メールの場合 

令和５年９月 11 日（月）までに発送又は発信する。 

７ 入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求 

   入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由

について説明を求めることができる。 

(1) 要求方法  

要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般

書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで

提出すること。 

   ※ＦＡＸ又は電子メールで提出する場合は、２項に記載する担当課へ電話で到達確認を行

うこと。 

(2) 要求期限 

令和５年９月 12 日（火）午後５時 15 分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

(3) 提出先 

入札担当課（２項に記載のとおり。） 

 (4) 様式 

     任意の様式を用いること。 

 (5) 要求への回答 

    理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から 2日以内に文書で行う。 

８ 仕様書等の提供方法 

本件入札に係る契約書案、仕様書、業務説明資料等（以下「仕様書等」という。）は、次

のとおり提供する。

(1) 提供方法



    本市ホームページからダウンロード 

(2) 提供期間 

令和５年８月 10 日（木）から令和５年９月 14 日（木）まで 

（配布又は貸し出しは、22 項に記載する開庁時間内に限る。） 

９ 入札公告及び仕様書等に対する質問 

(1) 質問方法 

質問書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限

る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(2) 質問期限 

令和５年９月６日（水）５時 15 分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

 (3) 提出先

入札担当課（２項に記載のとおり。） 

  (4) 様式 

    本市が指定する様式を用いること。 

(5) 質問に対する回答 

   質問に対する回答は、令和５年９月 12 日（火）から入札担当課において閲覧に供すると

ともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 

10 本件入札に関する説明会 

開催しない。 

11 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時  令和５年９月 19日（火）13 時 00 分 

(2) 場所  浜松市役所本館３階 32会議室 （浜松市中区元城町 103 番地の２） 

12 入札書の提出方法 

 提出方法 

入札執行日時に入札場所へ持参 

事前提出及び郵送等による提出はできない。 

13 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等 

   別紙「入札書等の提出及び記入方法（業務委託・賃貸借用）」のとおり。 

14 入札方法等 

 (1) 入札は残灰等１㎏あたりの単価で行うものとし、落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額（小数点以下第 2 位まで記載できる。）に当該金額の 100 分の 10 に相当する額

を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税



事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する

金額を記載した入札書を提出すること。 

 (2) 入札執行回数は、原則として 2回を限度とする。 

(3) 1 回目の入札で落札者がいない場合には 2回目の入札を実施する。 

(4) 落札となるべき同価格の入札者が 2人以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札

者を定める。 

 (5) 本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行ついて

（入札心得）」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加する   

こと。 

15 最低制限価格の設定

無し 

16 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

(1) 本件入札に参加資格する資格を有しない者のした入札 

(2) 本件入札の入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

(3) 本件入札の入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点までに４項に掲げる参加

資格を失った者のした入札 

(4) 委任状を持参しない代理人のした入札 

 (5) 記名押印を欠く入札 

(6) 金額を訂正した入札 

(7) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札 

(8) 明らかに連合によると認められる入札 

(9) 本件入札について他人の代理人を兼ね、又は 2人以上の代理をした者のした入札 

(10) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札 

(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がし

た入札 

ア 人的関係 

(ｱ) 一方の会社の役員（持分会社の業務を執行する社員、株式会社（特例有限会社を含む。）

の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監

事及び事務局長は含まない。以下同じ。）又は代表権を有する者が、他方の会社の役員

を現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法第 2条第 7項に規定する更生会社又は

民事再生法第 2条第 4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。） 

(ｲ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項

又は民事再生法第 64 条第 2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

イ その他の関係 

上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合 

※ 開札前に、人的関係のある複数の者が１者を除き入札を辞退した場合は、残る１者の



入札は無効とはならない。 

17 入札保証金

本件入札は、入札保証金を免除する。 

18 前金払及び部分払 

令和５年 10 月及び令和６年１月の引渡開始前までに、単価に 10,000 を乗じて得た金額の

うち、２分の１の金額をそれぞれ納入するものとする。 

19 契約書の作成 

   要 

20 契約に関する特記事項 

 なし 

21 期間の計算 

本件公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成

元年浜松市条例第 76 号）第 1 条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて

計算するものとする。 

22 開庁時間 

   午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 



物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争） 

公告番号 第 971 号 公告年月日 令和５年８月 10 日 

件    名 
浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000 ㎏（概算）の売払い 

（令和５年 10 月から令和６年３月搬出分） （課名 市民生活課）

添 付 書 類 
 なし 

提 出 期 限 令和 ５ 年 ９ 月 ６ 日 

上記のとおり一般競争入札に参加したく、資格の確認申請をいたします。

 なお、浜松市公告第 971 号の物品購入等一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

に相違していないことを誓います。 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

住所又は所在地 

申請者   商号又は名称 

代表者氏名               



（あて先）市民生活課（契約担当課） 

（一般競争入札用） 

・ 質問提出期限を厳守すること。 

質  疑  応  答  書 

件 名 
 浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000 ㎏（概算）の売払い 

（令和５年 10 月から令和６年３月搬出分）  

課 名  市民生活課
公告番号 第 971 号 

業 者 名

提 出 日 令和  年  月  日 回 答 日 令和  年  月  日 

項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 



 物品売払契約書（単価契約） 

頭書 

売払人と買受人は、上記の売払物品について、上記の頭書及び裏面の条項により売買契

約を締結する。 

この契約の証として本書２通を作成し、当時者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

令和  年  月  日

売払人  所 在 地    浜松市中区元城町１０３番地の２ 

名  称    浜 松 市 

代 表 者    浜松市長  中 野 祐 介   印

買受人 住所又は所在地 

商号又は名称 

代 表 者                       

１ 契約件名      浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000 ㎏（概算）の売払い

            （令和５年 10 月から令和６年３月搬出分） 

２ 売払期間       契約締結の日から令和６年３月 31 日まで 

３ 売払物品及び売払単価 

品名 
売払単価 

(消費税及び地方消費税込み) 

売払単価のうち、消費税及び 

地方消費税の額 

残灰等 1kg 当たり    円 円

４ 引渡場所       浜松市浜松斎場   浜松市三ヶ日斎場 

             浜松市浜北斎場   浜松市春野斎場 

             浜松市雄踏斎場   浜松市佐久間・水窪斎場 

             浜松市天竜斎場    

５ 内容    別紙仕様書のとおり 

６ 契約保証金      浜松市契約規則第２７条第１項第３号により免除 

７ 売払代金の支払期限  仕様書の定める日 



条 項 

（総則） 

第１条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法

令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先す

るものとする。 

３ この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解

除（以下「指示等」という。）は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得

ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものと

する。 

４ 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協

議の内容を書面に記録するものとする。 

５ この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。 

（売払） 

第２条 頭書２に記載する売払期間中、売払人は、頭書３に記載する売払物品を頭書３に

記載する売払単価で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。 

（売払代金） 

第３条 売払代金は、売払物品ごとの売払単価に、売払物品ごとの売払数量を乗じて得た

金額の合計金額とする。なお、売払単価に売払数量を乗じて得た金額に１円未満の端数

が生じるときは、売払物品ごとに当該端数を切り捨てた上で合計した金額を売払代金と

する。 

（売払数量）  

第４条 売払数量は、仕様書に記載のとおり定めるものとする。 

（引渡し等） 

第５条 売払人は、仕様書に定める日に、売払物品を、頭書４に記載する場所で、買受人

に引渡すものとする。 

２ 買受人は、売払物品の引渡し後遅滞なく、売払物品を引渡し場所から搬出するものと

し、その費用は、買受人が負担するものとする。 

（所有権の移転） 

第６条 売払物品の所有権は、引渡しをもって、売払人から買受人に移転するものとする。 

（売払代金の支払い） 

第７条 買受人は、売払代金を、売払人の発行する納入通知書により、仕様書に定める日

までに、売払人に支払うものとする。 

（遅延損害金の徴収） 



第８条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買

受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項に規定する財務大臣が決

定する率（以下「財務大臣が決定する率」という。）を乗じて計算した金額を遅延損害金

として売払人に支払うものとする。 

（契約不適合責任） 

第９条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物品について、

種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、

売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第１０条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか

否かにかかわらず、買受人は、売払単価（この契約締結後、売払単価に変更があった場

合には、変更後の売払単価）に予定数量を乗じて得た額（複数単価契約の場合には、各

売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額）の１００分の２０に相当する額を違約

金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行

された後においても、同様とする。 

（１） この契約に関し、買受人（第５号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買

受人に対しての売払物品の引渡者」に読み替える。以下第４号まで同じ。）が私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占

禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団

体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が買受

人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する

場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行

い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第

２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

（２） 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体（以下「買受

人等」という。）に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものを

いい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」

という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に

違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

（３） 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係

る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実

行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当

該取引分野に該当するものであるとき。 

（４） この契約に関し、買受人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑



法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは情報処理の高度化等に対処す

るための刑法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７４号）による改正前の

刑法第９６条の３（情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する

法律附則第８条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規

定を含む。）又は独占禁止法第８９条第１号若しくは第９５条第１項第１号に規定す

る刑が確定したとき。 

（５） 読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人が

この契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。 

２ 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗

じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超え

る場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げる

ものではない。 

４ 第１項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第１３条の

規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第１項の違約金の支払を買受人に

請求することを妨げるものではない。 

（契約の解除） 

第１１条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一

部を催告なく解除することができる。 

（１）買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。 

（２）この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があった

とき。 

（３）売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。 

（４）破産手続開始の決定を受けたとき。 

（５）買受人（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ

の号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合には

その役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であると認めら

れるとき。 

イ 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関

与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して



いると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。 

（契約解除時の対応） 

第１２条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買

受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。 

（契約解除による違約金） 

第１３条 買受人は、第１１条の規定により契約を解除されたときは、売払単価（この契

約締結後、売払単価の変更があった場合には、変更後の売払単価）に予定数量を乗じて

得た額（複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額）

の１００分の１０に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければなら

ない。 

（返還金等） 

第１４条 売払人は、第１１条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売

払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切

の費用を負担しない。 

３ 第１項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払

物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。 

（損害賠償） 

第１５条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたと

きは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。 

（返還金の相殺） 

第１６条 売払人は、第１４条第１項の規定により売払代金を返還する場合において、前

条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部

と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺するこ

とができる。 

（暴力団の排除のための協力） 

第１７条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたと

きは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために

必要な協力を行わなければならない。 

（規則等の遵守） 

第１８条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則（昭和

３９年浜松市規則第３１号）及び関係法令を遵守しなければならない。 



（協議） 

第１９条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事

項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。 

（雑則） 

第２０条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。 

２ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

３ この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別

の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

４ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８

９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を

管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 



仕  様  書 

１ 件  名 

  浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000 ㎏(概算)の売払い 

(令和５年 10 月から令和６年３月搬出分) 

２ 契約期間 

契約締結日から令和６年３月 31 日まで 

３ 契約内容、方法 

  売払い契約 

  １kg あたりの単価契約とする。 

４ 用語の定義 

(1)残灰等 

火葬・収骨及びペット類の火葬後に残った「骨、焼却灰・集じん灰、炉床保護剤、義

骨等金物等」を含むものをいう。

(2) 残灰袋 

  残灰等を保管するための袋(いわゆる「フレキシブルコンテナバッグ」)をいう。 

  買受人は、残灰袋ごと残灰等を引き取るものとする。 

  (仕様)萩原工業 ＨＳ－００２Ｒ－Ｌ  (650Φ×650H)同等品あり 

(3) 土のう袋 

春野斎場及び佐久間・水窪斎場で、残灰等を保管するために使用している袋 

買受人が、浜松斎場の残灰庫内の残灰等を残灰袋に移し替えて搬出する際に、買受人 

が、必要に応じて持参し、使用する袋。 

(4) 埋葬 

残灰等に含まれる、「資源物(有価金属等)」、「残骨以外のもの」を除いた「残骨」 

について、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年５月31日法律第48号)(以下「墓埋法」と 

いう。)第１条に「火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆 

衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」の記載に基づくとともに、 

関連法令を遵守した上で、全量、買受人が提携する墓地等に適切に葬ることをいう。 

ペット類の骨についても通知「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について（昭和52

年７月16日付け環整第125号）」を理解した上で、全量、買受人が提携する墓地等に適切

に葬ることをいう。 

(5) 買受人が提携する墓地等 

買受人提携先が、墓埋法第２条第５項に規定する「墓地」、同２条第６項に規定する

「納骨堂」のうち、都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。)から許可

を現に得ている墓地等をいう。

（案）



５ 売払物 

浜松市浜松斎場他６斎場から発生する残灰等のうち、売払人が指定する日から令和６

年３月 31 日までの間に、売払人が買受人に対し引取りを求める残灰等 10,000 ㎏(概算)

とする。 

また、契約期間内に売払人が買受人に対し引取りを求める売払物について、買受人は

すべて引き取らなければならない。 

買受人が引き取った売払物は、「残骨」、「資源物(有価金属等)」、「それ以外のもの」に

分別を行った上で、「残骨」を埋葬し、「資源物(有価金属等)」をリユース・リサイクル

し、「それ以外のもの」を適正に処理するとともに、買受人はその費用を負担すること。 

なお、売払物の品質等について買受人、その関係者、第三者等が売払人に対して異議

を行うことは一切認めないものとする。 

６ 引渡場所等、引渡しに関すること 

(1) 浜松市浜松斎場 

  所在地   浜松市中区中沢町 47番１号 

引渡回数  月 1 回  計 6 回 

保管場所  別添①配置図 

保管状況  残灰庫内で保管（集じん灰等は、残灰袋に入れて保管） 

(2) 浜松市浜北斎場 

  所在地   浜松市浜北区宮口 4831 番地の 170 

引渡回数  月１回  計６回 

保管場所  別添②配置図 

保管状況  残灰袋に入れて保管 

（3） 浜松市雄踏斎場 

  所在地   浜松市西区雄踏町宇布見 6098 番地の３ 

  引渡回数  2 ヵ月に１回  計３回 

保管場所  別添③配置図 

保管状況  残灰袋に入れて保管 

(4) 浜松市天竜斎場 

  所在地   浜松市天竜区二俣町阿蔵 553 番地の 19 

  引渡回数  10 月，３月に各１回  計２回 

  保管場所  別添④配置図 

  保管状況  ドラム缶に入れて保管 

(5) 浜松市三ヶ日斎場 

  所在地   浜松市北区三ヶ日町宇志 815 番地の１ 

  引渡回数  10 月，３月に各１回  計２回 

  保管場所  別添⑤配置図 

  保管状況  一斗缶に入れて保管 



(6) 浜松市春野斎場 

  所在地   浜松市天竜区春野町宮川 1740 番地 

  引渡回数  ３月に１回  計１回 

  保管場所  別添⑥配置図 

  保管状況  土のう袋に入れて保管 

(7) 浜松市佐久間・水窪斎場 

  所在地   浜松市天竜区佐久間町中部 604 番地 

  引渡回数  ３月に１回  計１回 

  保管場所  別添⑦配置図 

  保管状況  土のう袋に入れて保管

７ 契約締結後に提出する書類 

買受人は、以下の書類を、契約締結後３日(市の休日の日数は算入しない。)以内に提出

すること。 

(1) (様式１)引取予定表 

浜松斎場の引渡日は、原則として友引日とする。 

それ以外の斎場の引渡日は、友引日以外でも構わない。 

３月の天竜斎場、三ヶ日斎場、春野斎場及び佐久間・水窪斎場の引渡しは１日で行うこ 

と。 

引渡日時は、売払人と買受人の協議の上、売払人が初回引渡日までに決定する。 

(2)  (様式２)責任者・作業従事者名・使用車両届出書 

  買受人は、本売払契約を指揮監督する責任者を１名定めるとともに、本売払契約に係 

る作業従事者、使用車両(本売払契約に係る売払物の引取・運搬に使用する車両)につい 

て、必要事項を記入し、提出すること。 

(3) 買受人処理施設の概要 

買受人は、本売払契約における売払物の分別等を行う買受人処理施設の概要が分かる 

書類(様式任意)を提出すること。 

(4) 埋葬・処理・リユース・リサイクル工程の概要 

買受人は、本売払契約における売払物の埋葬・処理・リユース・リサイクル工程の概 

要が分かる書類(様式任意)を提出すること。 

(5) 買受人が提携する墓地の概要 

  買受人は、本売払契約に係る「買受人が提携する墓地等」の概要が分かる書類(様式 

任意)を提出すること。 

なお、「買受人が提携する墓地等」については、買受人が引き取った売払物を分別し 

た「残骨」と「ペット類の骨」を埋葬することが出来ることを示す書面(契約書、協定書、

永代供養の証等、様式は任意。ただし「買受人が提携する墓地等」の印が押印してある

ものに限る。)を提出すること。 

８ 売払重量（概算） 



残灰等  10,000kg(概算)   (概算火葬件数：5,500件) 

売払重量は、引渡場所に配備してある計量法の規定に基づく特定計量器(クレーンスケ

ール：クボタ KL-HS-Q-12-K)によって、売払人及び買受人双方で数値を確認しながら計

量した重量とする。 

また、残灰袋の重さは１枚あたり１kgとし、売払重量から差し引くものとする。 

浜北斎場と雄踏斎場で集じん灰を入れたポリ袋の重量は、売払重量に含めるものとす 

る。 

浜松斎場の残灰庫内の売払物を搬出するために、買受人が使用した土のう袋の重量は、 

売払重量に含めるものとする。なお、売払重量は概算であり、契約締結後、買受人は売    

払人の指示に基づき、残灰等の引取りを行うこと。 

９ 引渡方法 

(1)引渡日時

  買受人は、引渡日時について売払人の指示に従い、円滑な引取りを行うこと。また、 

買受人は売払人が指定した日時以外に売払物の引取作業を行ってはならない。 

 やむを得ず、引渡日の変更を希望する場合は、売払人と買受人の協議の上、合意を得

た場合は、変更できるものとする。 

(2) 引渡場所からの引渡し              

ア 買受人は、売払物をアームロール車かトラッククレーン装着車(通称：ユニック車）、

クレーン付箱車等、特定計量器による計量が可能な車両(以下「買受人車両」という。)

で引き取るものとし、売払人からの指示に基づき、売払物の入った残灰袋を引渡場所

から引き取るものとする。 

イ 浜松斎場の残灰庫内の残灰等については、買受人が残灰袋に移し替えて搬出するこ 

と。また、残灰袋への移し替えに、買受人は必要に応じて土のう袋を持参し、使用で

きる。 

 ウ 天竜斎場、三ヶ日斎場、春野斎場及び佐久間・水窪斎場で保管している残灰等につ

いては、買受人が残灰袋に移し替えること。 

エ 本売払契約における売払物の計量は、引渡場所にあり、かつ売払人が所有する計量

法の規定に基づく特定計量器により行うものとする。 

   買受人は買受人車両に特定計量器を装着し、残灰袋を持ち上げ、１袋ごと残灰袋の 

重量を計量するものとする。 

なお、買受人車両への特定計量器の装着及び残灰袋の搬出作業は買受人が行うもの

とする。 

また、買受人は、売払物引取時に、保管場所から残灰袋等を運び出す際に必要にな

る台車等の資機材は、引取時に持参するものとする。 

オ 残灰袋の計量数値については、売払物引渡時に売払人が用意した売払物計量シート

(別添⑧)に特定計量器の表示数値を記載し、売払人、買受人双方で記載した数値と特

定計量器の表示数値とが一致していることを確認するものとする。 

カ 売払物引渡時に、売払人が用意した「様式３ 売払物計量伝票」に、売払人が、売



払物計量シートの引渡重量の計を記載し、売払人、買受人双方で記載した引渡重量に

誤りがないか確認するものとする。 

   また、売払人、買受人双方とも「様式３ 売払物計量伝票」に署名を行うものとす

る。 

 キ 計量時、残灰袋の重さは１枚あたり１kg とし、売払物の重量から差し引くものとす

る。 

   買受人が持参し、使用した土のう袋の重量は、売払重量に含めるものとする。 

 ク 重量は特定計量器に表示された kg 単位とし、特定計量器に表示されない端数は含め

ないものとする。 

ケ 「様式３ 売払物計量伝票」に売払人及び買受人が署名した後、売払人は直ちに売

払物計量シートと併せて複写し、原本は売払人が保管し、写しを買受人に渡すものと

する。 

 コ 買受人は全ての売払物を買受人車両に積み込んだ後、特定計量器を買受人車両から

取り外し、売払人の指定する場所に返却するものとする。 

 サ 売払人が買受人に対し売払物の引取りを指示した場合には、買受人は売払人からの

指示に従い、速やかに売払物を引き取ること。 

 シ 買受人は、引取りにあたっては、売払物が飛散及び流出しないように措置を講じる

こと。自動車事故の防止を図るため、最も安全な経路を選択するとともに、道路交通

法(昭和 35 年６月 25 日法律第 105 号)等関係法令を遵守すること。また、買受人は、

買受人車両やコンテナ等油含水が流出しないよう十分留意すること。 

 ス 売払物の引取りに要する運搬、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。 

 セ 買受人は、引渡場所及びそれに付随する売払人の計量器等備品を使用する際は、買

受人は善良なる管理者の注意義務を負うものとする。 

(3) 所有権の移転 

 売払物の所有権は、売払人及び買受人が「様式３ 売払物計量伝票」に署名をした時 

点で、売払人から買受人に移転するものとする。 

(4) 車両及び人員 

買受人は引取・運搬の実施にあたり、必要となる買受人車両及び人員は買受人自ら調

達すること。 

なお、買受人車両は整備良好かつ有効な車検証等を有するものでなければならず、買

受人は、フレキシブルコンテナバッグ内に土石やスラグ等の異物の混入のおそれがある

買受人車両で、引取・運搬等をしてはならない。 

本売払契約業務を指揮監督する責任者を１名定めること。また。本業務のうち資格を 

有する作業は、必ず当該資格の有資格者が行わなければならない。 

(5) 積載重量等 

買受人は、売払物の引取・運搬の実施にあたり、車両積載重量等を遵守するとともに、 

買受人の運搬車両に積載可能重量を超えて積荷等を載せてはならない。 

仮に、本売払契約に係る買受人の運搬車両が積載可能重量を超えて運搬をした場合等 

は、その責は買受人によるものとする。 



(6) 斎場内における指示 

  買受人は浜松市斎場内においては、売払人が定める規定や売払人及び浜松市斎場の指 

定管理者職員の指示等に従うとともに、火気及び電気機器等の使用については十分に注 

意すること。 

(7) 残灰袋の設置及び処分 

  買受人は、引き取った残灰袋を洗浄し、次回引渡時に(最終引渡日の時は別途郵送等に 

より)売払人に返却するものとする。 

(8) 責任の所在 

 買受人は、法令によって起因するすべての責任を負うものとする。また、売払人の明 

確な責によらない作業中の事故(人身事故を含む)については、一切買受人の責任におい 

て処理するものとする。 

(9) 注意事項 

  買受人は、売払物の運搬・引取の実施にあたり、斎場施設内外を問わず、売払物が飛 

散しないように必要な対策を講じ、各斎場及び運搬経路周辺の住環境等に支障をきたす 

ことのないように十分注意すること。 

買受人は、斎場内の作業場所の整理整頓に努めるとともに、業務完了後は速やかに売 

払物の引取りに使用した機材等を片付け、買受人の責において清掃すること。 

また、残灰等は信仰の対象物として市民感情に触れることも考慮し、丁重かつ迅速に

引取・運搬を行うこと。 

１０ 売払物の処理等 

(1) 残灰等の処理 

買受人は残灰等について、厚生労働省通達(衛企第 17号「火葬場から排出されるダイ 

オキシン類削減対策指針」平成 12年３月 31 日付)における「残骨灰は、従前通り墓埋法

の趣旨に鑑み、残骨灰を適正に取り扱うこと」や、墓埋法第１条の「火葬場の管理及び

埋葬等が、国民の宗教的な感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、

支障なく行われること」等の記載に基づき処理しなければならない。 

(2) 売払物の分別 

買受人は売払物について、「残骨」、「ペット類の骨」、「資源物(有価金属等)」、「それ以 

外のもの(残灰、その他廃棄物等。)」等、必要な分別を行った上で、それぞれの関連法

令等に基づき適正な処理を行うとともに、買受人はその費用を負担すること。 

(3) 残骨の埋葬 

買受人は、分別した「残骨」は全て、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障のな 

いよう、墓埋法第１条に「火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且

つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」の記載に基づくとと

もに、関係法令を遵守した上で、買受人が提携する墓地等に適切に埋葬及び供養するこ

と。 

ペット類の骨についても同様に、全量、買受人が提携する墓地等に適切に埋葬及び供

養すること。 



(4) 資源物(有価金属等)の処理 

買受人は、「資源物(有価金属等)」については、適正にリユースまたはリサイクルす 

ること。 

(5) 「残骨」「ペット類の骨」及び「資源物（有価金属等）」以外のものの処理 

買受人は、「残骨」「ペット類の骨」及び「資源物（有価金属等）」以外のものについて

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年12 月25 日法律第137 号)等の関係

法令を遵守した上で環境保全対策上、適正処理が可能な方式により処理するものとし、

買受人は売払物に含まれている一切のものについて不法に投棄等をしてはならない。 

１１ 履行確認等 

  本仕様書の記載事項について適正に行われていることを確認するために、売払人は必 

要な時にいつでも買受人施設内、最終処分先等への履行確認、立入調査及びその他事情 

聴取、書類審査ができるものとする。 

  買受人は、売払人が履行確認等を行う場合には、それに協力するとともに、最終処分 

先の調整や立会等も含め、買受人の責において誠実に対応すること。 

１２ 処理及び契約期間完了時の提出書類 

(1) (様式４)売払物引取報告書 

  買受人は、履行した月の「様式４ 売払物引取報告書」に必要事項を記載し、売払物 

の引取後７日(市の休日の日数は算入しない。)以内までに買受人に提出すること。

(2) (様式５)売払物処理状況報告書 

  買受人は、分別した売払物の埋葬・処理・リユース・リサイクル等の処理状況が分か 

るよう、「様式５ 売払物処理状況報告書」を提出すること。 

  また、売払物の処理工程・状況や埋葬先、最終処理状況等の分かる写真と、適正な最 

終処分先であることの分かる書類(マニフェストの写し等)を添付すること。

(3) (様式６)完了報告書 

買受人は、本契約にかかる全ての処理が完了したときは、「様式６ 完了報告書」を提 

 出すること。 

(4) 報告要請への対応 

売払人は本売払契約に関して、必要に応じ、買受人に対し売払物の埋葬・処理・リユー 

 ス・リサイクル等に関する(1)～(3)以外の関係書類の提出を求めることができる。この

場合、買受人は売払人の指示に従い、直ちに対応すること。 

１３ 売払金額の納入及び精算等について 

(1) 売払金額の納入 

買受人は、令和５年 10 月及び令和６年１月の残灰等引渡開始前までに、単価に 10,000 

を乗じて得た金額のうち、２分の１の金額をそれぞれ納入しなければならない。納入に

ついては、売払人の定める納入通知書により売払人の指定する日までに納入するものと

する。 



(2) 売払金額の納入通知書の写しの送付 

買受人は、売払金額を納入した際には速やかに納入通知書の写しを売払人にＦＡＸ等 

で提出すること。 

(3) 納入されなかった場合の措置 

買受人が令和５年10月及び令和６年１月の残灰等引渡日までに売払金額を納入しなか

った場合、または売払人が、買受人が売払金額を納入したことを確認出来なかった場合

には、売払人は買受人に対し売払物の引渡しを拒否することが出来るものとする。 

(4) 精算 

売払人が契約期間内に買受人に対し引渡した売払物の引渡重量(以下、「確定重量」 

という。)と、本売払契約の売払物の概算契約重量(以下、「概算重量」という。)の 

間に差が生じた場合には、契約単価に「確定重量」を乗じて定めた金額に基づき、本売 

払契約に係る精算を売払人が行うものとする。 

「確定重量」が「概算重量」を上回る場合には、買受人は、売払人の定める納入通知 

書により売払人の指定した日までに差額を納付すること。 

 一方、「確定重量」が「概算重量」を下回る場合には、売払人が買受人に対して差額を

還付するものとし、買受人は、売払人が別に指定する方法により、還付手続きを行わな

ければならない。 

 なお、精算は契約期間終了後に一括して行うものとする。 

(5) 単価の変更 

  本売払契約の契約単価の変更は、原則として行わないものとする。 

(6) その他の支払い条件 

  その他の支払い条件等については、浜松市契約規則(昭和 41年 11 月 30 日浜松市規則 

第 50 号)及び関係法令に基づくものとする。 

１４ 守秘義務 

買受人は業務上知り得た情報を漏らしてはならない。 

また、買受人が業務上知り得た情報等について、買受人は漏えいや盗難、滅失、き損 

その他の事故を防止するための安全措置を講じるほか、秘密保持に関して必要な措置を

講じなければならない。 

１５ 損害への対応等 

買受人が本売払契約の履行中において、買受人の責めに帰すべき事由により第三者、斎

場、周辺の建物及びその他の設備、車両等に損害を与えた場合、買受人は、売払人の指

示に基づき修繕や損害賠償等必要な措置を講じるとともに、その費用を負担しなければ

ならない。 

１６ 売払人との協力関係 

買受人は、本売払契約に関連する売払人の施策等に、積極的に協力するよう努めるも 

のとする。



様式１

令和  年  月  日

（あて先） 浜松市長 

住所又は 

                          所 在 地 

   買受人 商号又は 

                          名 称

                            代 表 者                   

引 取 予 定 表

次のとおり実施したいので、提出します。

契 約 名

（市民生活課）

浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000㎏（概算）の売払い
（令和 5年 10月から令和 6年３月搬出分）

期 間

着 手 令和  年  月  日

完 了 令和  年  月  日

月

引渡場所

10月 11月 12月 令和６年１月 ２月 ３月

浜松斎場 日

時

日

時

日

時

日

時

日

時

日

時

浜北斎場 日

時

日

時

日

時

日

時

日

時

日

時

雄踏斎場 日

時

日

時

日

時 計 ３回

天竜斎場 日

時

日

時 計 2回

三ヶ日斎場 日

時

日

時 計 2回

春野斎場 日

時 計 1回

佐久間・水窪

斎場

日

時 計 １回

・本契約締結後、３日(市の休日の日数は算入しない。)以内までに提出すること。
・浜松斎場の引取日は、原則、友引日とする。

・3月の天竜斎場、三ヶ日斎場、春野斎場及び佐久間・水窪斎場の引取日は同日とすること。
・引渡日は、引取予定表を基に、売払人と買受人の協議の上、売払人が初回引渡日までに決定する。

・やむを得ず、引渡日の変更を希望する場合は、売払人と買受人の協議の上、合意を得た場合は、変更できるも 

のとする。



様式２

令和  年  月  日

（あて先） 浜松市長 

住所又は

所 在 地

買受人

氏名又は               

名  称              

責任者・作業従事者名・使用車両届出書

 令和５年９月 日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000㎏（概算）の
売払い（令和５年 10月から令和６年３月搬出分）について、下記のとおり、届け出ます。

責任者、作業従事者（本売払契約に係る責任者及び売払物の引取・運搬に従事する者）

区分 氏名 所属 資格等又は業務経験年数

責任者

作業従事者

※保有資格の免許書及び有効期限の確認は、買受人の責において行うこと。

使用車両（本売払契約に係る売払物の引取・運搬に使用する車両）

車種 ナンバー 車検有効期限

※保有車両の車検有効期限等の確認は、買受人の責において行うこと。

※変更があった場合は、その都度届け出ること。



売払人

買受人

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

※様式3は売払物引渡時に買受人が用意（買受人で予め必要事項を記載しておくこと）すること。

所属

種別

人体

ペット類

引取場所

立会人

合計

氏名

集じん灰

引渡重量

買受人担当者（署名）

売払人担当者（署名）

記載内容に相違がないことを確認しました。

※売払人担当者及び買受人担当者が署名した後、売払人は直ちに複写し、原本は売払人が保管し、写し
を買受人に渡すものとする。

様式3

浜松市浜松斎場他６斎場　残灰等10,000㎏（概算）の売払い（令和5年10月から令和6年3月搬出分）

契約締結日から令和６年３月31日まで

売払物計量伝票

契約件名

履行期間

買受人

引取日



様式４

令和  年  月  日

（あて先） 浜松市長 

住所又は

所 在 地

買受人

氏名又は               

名  称              

売払物引取報告書（  月分）

 令和５年９月 日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000㎏（概算）の
売払い（令和５年 10月から令和６年３月搬出分）に基づき、下記のとおり、売払物を引き取ったこ
とを報告します。

１ 引取年月日

２ 引取重量

浜松斎場 浜北斎場 雄踏斎場 天竜斎場 三ヶ日斎場 春野斎場 佐久間・水窪

斎場

残灰等

㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

※売払物の引取後、7日(市の休日の日数は算入しない。)以内までに売払人に提出すること。



（あて先）　浜松市長　　
住所又は所在地
氏名又は名称

②分別後の品名の数量、搬入先品名

様式5
令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

ペット類の骨

③処理の内容①分別作業の場所

記入例

残骨

事業所名：
所在地：
重量：

売払物処理状況報告書

有価金属（その他）
名称：

事業所名：自社○○営業所
所在地：住所
重量：××kg

埋葬先名称：
所在地：
重量：

埋葬先名称：
所在地：
重量：

残灰

廃棄物
名称：

事業所名：自社○○営業所
所在地：住所

令和５年９月　日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他６斎場　残灰等10,000kg（概算）の売払い（令和５年10月から令和６年３月搬出分）に基づき、下記のとおり売払物を処
理したことを報告します。

例1）○年○月○日　××寺に埋葬
例2）〇年〇月○日　××最終処分場（又は搬入先）

※売払物の処理工程・状況や埋葬先、最終処理状況の分かる写真と、適正な最終処分先であることの分かる書類（マニフェストの写し等）を添付すること。

事業所名：

所在地：

有価金属
（プラチナ）

事業所名：
所在地：
重量：

有価金属
（パラジウム）

事業所名：
所在地：
重量：

有価金属
（金）

事業所名：
所在地：
重量：

有価金属
（銀）

事業所名：
所在地：
重量：

事業所名：
所在地：
重量：

事業所名：
所在地：
重量：



様式６

令和  年  月  日

（あて先） 浜松市長 

住所又は

所 在 地

買受人

氏名又は               

名  称               

完了報告書

 令和５年９月 日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他６斎場 残灰等 10,000㎏（概算）の
売払い（令和 5年 10月から令和６年３月搬出分）に基づき、下記のとおり、すべての処理が完了し
ましたので報告します。

完 了 年 月 日 令和   年   月   日 



①配置図　浜松斎場

残灰庫

残灰庫内　写真

所在地：浜松市中区中沢町47番１号



配置図②　浜北斎場

所在地：浜松市浜北区宮口4831番地の170

保管場所

②配置図　浜北斎場

保管場所



③配置図　雄踏斎場

所在地：浜松市西区雄踏町宇布見6098番地の３

保管場所



＜浜松市天 斎場平 図＞

＜浜松市天 斎場位置図＞

WC 

浜松市天竜斎場 

④　配置図　天竜斎場

所在地：浜松市天竜区二俣町阿蔵553番地の19

保管場所



保管場所

⑤配置図　三ヶ日斎場

所在地：浜松市北区三ヶ日町宇志815番地の１



待合室

斎　場

保管場所

所在地：浜松市天竜区春野町宮川1740

配置図　春野斎場

駐車場

斎場
出入口

⑥



ホール

作業室

収骨室

W.C
待合室

残骨灰

所在地：浜松市天竜区佐久間町中部６０４番地

⑦配置図　佐久間・水窪斎場

保管場所



⑧　売払物計量シート 斎場名 引き渡し日

売払人 買受人

㎏

㎏

㎏

※特定計量器の表示数値（A）欄は特定計量
器に表示されたｋｇ単位とし、特定計量器に
表示されない端数は含めないものとする。

合計

集じん灰

人体

ペット類

特定計量器の表示数値－1kg＝引渡重量

№
特定計量器の

表示数値（㎏）

確認欄 残灰袋 引渡重量
（㎏）

種類
重量(B)


